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厚
生
労
働
省
は
三
月
三
〇
日
、
妊
娠
・
出

産
、
育
児
休
業
等
を
契
機
と
す
る
不
利
益
取

扱
い
（
い
わ
ゆ
る
「
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
」）
に
係
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
。

昨
年
一
〇
月
に
出
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
な
ど

を
踏
ま
え
、
本
年
一
月
に
改
正
・
発
出
し
た

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
等
の
解
釈
通
達
に
関

連
す
る
参
考
情
報
（
Ｑ
＆
Ａ
等
）
と
し
て
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
た
も
の
。
原
則

と
し
て
妊
娠
・
出
産
、
育
休
等
の
事
由
の
終

了
か
ら
「
一
年
以
内
」
に
不
利
益
取
扱
い
が

な
さ
れ
た
場
合
等
は
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て

い
る
と
判
断
さ
れ
、
法
違
反
に
当
た
る
こ
と

な
ど
を
明
記
し
た
。

解
釈
通
達
を
改
正
・
発
出

　

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
第
九
条
第
三
項

や
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
第
一
〇
条
等
で

は
、
妊
娠
・
出
産
、
育
休
等
を
理
由
に
し
て

解
雇
・
雇
止
め
、
降
格
、
減
給
な
ど
、
不
利

益
な
取
扱
い
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
労
働
者
か
ら
雇
用
均
等
室

へ
の
相
談
件
数
（
二
〇
一
四
年
五
月
公
表
）

は
、「
婚
姻
、
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る

不
利
益
取
扱
い
」
が
二
〇
〇
〇
件
超
、
ま
た
、

「
母
性
健
康
管
理
」
が
約
一
三
〇
〇
件
に
の

ぼ
る
な
ど
高
水
準
で
推
移
し
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
昨
年
一
〇
月
二
三
日
、

妊
娠
中
の
軽
易
業
務
へ
の
転
換
を
「
契
機
と

し
て
」
降
格
処
分
を
行
っ
た
場
合
、
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
の
第
九
条
第
三
項
に
違
反
す

る
、
な
ど
と
す
る
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た

こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
は
本
年

一
月
二
三
日
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
と
育

児
・
介
護
休
業
法
の
解
釈
通
達
を
改
正
・
発

出
し
た
（
雇
児
発
〇
一
二
三
第
一
号
）。

　

通
達
で
は
、
妊
娠
・
出
産
、
育
休
等
を
「
契

機
と
し
て
」
不
利
益
取
扱
い
を
行
っ
た
場
合
、

こ
れ
を
「
理
由
と
し
て
」
不
利
益
取
扱
い
を

行
っ
た
と
解
さ
れ
法
違
反
に
当
た
る
こ
と
、

た
だ
し
、
①
業
務
上
の
必
要
性
か
ら
不
利
益

取
扱
い
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
、
必

要
性
の
内
容
や
程
度
が
法
規
定
の
趣
旨
に
実

質
的
に
反
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど

に
、
不
利
益
取
扱
い
で
受
け
る
影
響
の
内
容

や
程
度
を
上
回
る
と
認
め
ら
れ
る
「
特
段
の

事
情
」
が
存
在
す
る
と
き
、
②
契
機
と
し
た

事
由
ま
た
は
当
該
取
扱
い
で
受
け
る
有
利
な

影
響
が
存
在
し
、
か
つ
労
働
者
が
同
意
し
て

い
る
場
合
で
、
有
利
な
影
響
の
内
容
や
程
度

が
不
利
な
影
響
の
そ
れ
を
上
回
り
、
事
業
主

か
ら
適
切
に
説
明
が
な
さ
れ
る
等
、
一
般
的

な
労
働
者
で
あ
れ
ば
同
意
す
る
よ
う
な
合
理

的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
き
、
の

二
つ
は
例
外
と
し
て
法
違
反
に
は
当
た
ら
な

い
こ
と
な
ど
を
明
示
し
た
。

事
由
終
了
後
一
年
以
内
に
不
利
益
取

扱
い
が
な
さ
れ
た
場
合
は
「
契
機
と

し
て
い
る
」
と
判
断

　

と
は
い
え
、
同
解
釈
通
達
で
は
、
具
体
的

に
ど
う
い
っ
た
場
合
に
、
妊
娠
・
出
産
・
育

休
等
の
事
由
を
「
契
機
と
し
て
」
い
る
と
み

る
か
に
つ
い
て
は
、「
基
本
的
に
妊
娠
・
出
産
・

育
休
等
の
事
由
と
時
間
的
に
近
接
し
て
い
る

か
で
判
断
す
る
」
と
記
す
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
ほ
ど
示
し
た
Ｑ
＆
Ａ
で

は
、「
原
則
と
し
て
妊
娠
・
出
産
・
育
休
等
の

事
由
の
終
了
か
ら
一
年
以
内
に
不
利
益
取
扱

い
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
契
機
と
し
て
い
る

と
判
断
す
る
」
こ
と
、
た
だ
し
、「
事
由
の
終

了
か
ら
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
で
も
、
実

施
時
期
が
事
前
に
決
ま
っ
て
い
る
、
ま
た
は

あ
る
程
度
、
定
期
的
に
な
さ
れ
る
措
置
〈
人

事
異
動
（
不
利
益
な
配
置
変
更
等
）、
人
事

考
課
（
不
利
益
な
評
価
や
降
格
等
）、
雇
止

め
（
契
約
更
新
が
さ
れ
な
い
）
な
ど
〉
に
つ

い
て
は
、
事
由
の
終
了
後
、
最
初
の
タ
イ
ミ

ン
グ
ま
で
の
間
に
、
不
利
益
取
扱
い
が
な
さ

れ
た
場
合
は
『
契
機
と
し
て
』
い
る
と
判
断

す
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

ど
の
よ
う
な
場
合
な
ら
違
法
で
な
い

と
言
え
る
の
か
も
明
記

　

ま
た
、
同
解
釈
通
達
で
は
二
つ
の
例
外
に

つ
い
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
な

ら
違
法
で
な
い
と
言
え
る
か
が
、
必
ず
し
も

明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

Ｑ
＆
Ａ
で
は
例
外
①
に
つ
い
て
、「『
特
段
の

事
情
が
存
在
』
す
る
も
の
と
し
て
違
法
で
な

い
と
言
い
得
る
の
は
、
業
務
上
の
必
要
性
か

ら
不
利
益
取
扱
い
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

（
※
）、
か
つ
業
務
上
の
必
要
性
が
不
利
益
取

扱
い
に
よ
り
受
け
る
影
響
を
上
回
る
場
合
」

で
あ
っ
て
、※
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば（
ⅰ
）

経
営
状
況
（
業
績
悪
化
等
）
を
理
由
と
す
る

場
合
や
、（
ⅱ
）
本
人
の
能
力
不
足
・
成
績
不

良
・
態
度
不
良
等
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、

「
事
業
主
側
の
状
況
（
職
場
の
組
織
・
業
務

態
勢
・
人
員
配
置
の
状
況
）」
や
「
労
働
者

側
の
状
況
（
知
識
・
経
験
等
）」
等
を
勘
案

し
て
判
断
す
る
な
ど
と
し
た
。 

　

ま
た
、
例
外
②
に
つ
い
て
は
、「
単
に
当
該

労
働
者
が
同
意
し
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
有

利
な
影
響
が
不
利
な
影
響
を
上
回
っ
て
い
て
、

事
業
主
か
ら
適
切
な
説
明
を
受
け
た
な
ど
、

合
理
的
な
意
思
決
定
が
で
き
る
者
な
ら
誰
も

が
同
意
す
る
よ
う
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在

し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
必
要
」
と
指

摘
。
具
体
的
に
は
（
ⅰ
）
事
業
主
か
ら
適
切

な
説
明
が
行
わ
れ
、
労
働
者
が
十
分
に
理
解

し
た
上
で
当
該
取
扱
い
に
応
じ
る
か
ど
う
か

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
、（
ⅱ
）
そ
の
際

に
は
不
利
益
取
扱
い
に
よ
る
直
接
的
な
影
響

（
降
格
等
）
だ
け
で
な
く
、
間
接
的
な
影
響

（
降
格
に
伴
う
減
給
等
）
に
つ
い
て
も
説
明

が
な
さ
れ
た
か
、
等
を
勘
案
し
て
判
断
す
る

こ
と
に
な
る
と
し
た
。

　

同
省
で
は
、
労
働
者
か
ら
の
相
談
、
第
三

者
か
ら
の
情
報
、
計
画
的
な
事
業
場
訪
問
な

ど
そ
の
端
緒
を
問
わ
ず
、
男
女
雇
用
機
会
均

等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
に
違
反
し
て
い

る
場
合
、
当
該
事
業
場
の
雇
用
管
理
に
問
題

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
積
極
的
に

事
業
主
に
報
告
を
求
め
、
助
言
、
指
導
も
し

く
は
勧
告
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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不
利
益
取
扱
い
の
考
え
方
を
示
す
―
―
厚
労
省




